
特定個人情報等の取扱いに関する事項 

 

 本契約に関する特定個人情報及び個人番号（以下「特定個人情報等」という。）の取扱いにつ

いては、本特定個人情報等の取扱いに関する事項（以下「本取扱事項」という。）のとおりと

し、発注者と受注者はこれに従い履行しなければならない。 

 

（遵守） 

第１条 発注者と受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号）、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに

関するガイドライン並びに湯沢市情報セキュリティポリシー及び湯沢市情報セキュリティ実施

手順に基づき、本取扱事項を遵守しなければならない。 

 

（安全管理措置） 

第２条 受注者は、次の各号の定めるところにより安全管理措置を講じ維持しなければならな

い。 

(1) 特定個人情報等を取り扱う事務、範囲を明確化し、組織、人的な責任体制を整備するこ

と。 

(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失又はき損等（以下「漏えい等」という。）の防止のため

に、緊急時対応計画を定めること。 

 

（管理責任者等の届出） 

第３条 受注者は、前条に定める安全管理措置を徹底するため本取扱事項の管理責任を有する管

理責任者及び管理責任者の指揮監督を受けて特定個人情報等を取り扱う従業者（以下「管理責

任者等」という。）を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、管理責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請しその承認を得な

ければならない。 

３ 受注者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 

４ 管理責任者は、本取扱事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。 

５ 従業者は、管理責任者の指示に従い本取扱事項を遵守しなければならない。 

 

（取扱区域の特定） 

第４条 受注者は、特定個人情報等を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務

の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得な

ければならない。 

３ 受注者は、特定個人情報等を発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、取扱区域から持

ち出してはならない。 

 

（従業者の監督、教育） 

第５条 受注者は、従業者全員に対して特定個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識

の向上、本取扱事項の遵守その他必要な教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し

なければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第６条 受注者は、本取扱事項の履行により直接又は間接に知り得た内容を第三者に漏らしては

ならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、管理責任者等に対して秘密保持に関する誓約書を提出させ秘密保持義務を負わせ

なければならない。 

３ 受注者は、退職する管理責任者等に対して退職後の秘密保持に関する誓約書を提出させ、在



任又は在職中に知り得た内容の秘密保持義務を負わせなければならない。 

 

（再委託） 

第７条 受注者は、本取扱事項の全部又は一部を第三者へ委託（以下「再委託」という。）して

はならない。 

２ 受注者は、本取扱事項の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託する理由、

再委託する期間、再委託する予定金額、再委託先の事業者名、再委託先の業務責任者の職氏

名、再委託先の連絡先、再委託する処理内容、再委託する取り扱い情報、再委託先における安

全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を、業務の着手前

に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 前項の場合、受注者は、再委託先に本取扱事項に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

発注者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につい

て具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対してその履行状況を管理及び監督するとともに、発注者の求めに応

じて管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。 

 

（正社員以外の労働者等の義務） 

第８条 受注者は、本取扱事項を派遣労働者、契約社員その他正社員以外の労働者（以下「正社

員以外の労働者」という。）に行わせる場合は本取扱事項に基づく一切の義務を遵守させなけ

ればならない。 

２ 受注者は、発注者に対して正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負

うものとする。 

 

（目的外利用及び第三者提供の禁止） 

第９条 受注者は、特定個人情報等を目的外利用してはならない。また、第三者へ提供してはな

らない。 

 

（返却又は抹消） 

第１０条 受注者は、本取扱事項の終了時、又は発注者の求めがあるときは、特定個人情報等を

発注者の指定した方法により返却又は抹消を実施しなければならない。 

２ 受注者は、特定個人情報等を返却又は抹消する場合は、事前に返却又は抹消すべき特定個人

情報等の項目、媒体名、数量、返却又は抹消の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請

し、その承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、特定個人情報等の返却又は抹消に際し発注者から立会いを求められた場合は、こ

れに応じなければならない。 

４ 受注者は、特定個人情報等を抹消する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理

的な破壊その他当該特定個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならな

い。 

５ 受注者は、特定個人情報等の返却又は抹消を行った後、返却又は抹消を行った日時、担当者

名及び返却又は抹消の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 

 

（定期報告及び緊急時報告） 

第１１条 受注者は、本取扱事項の遵守状況について必要があると認めるとき、また緊急的に発

注者から報告を求められた場合は直ちに報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の定期報告及び緊急時報告について手順を定めなければならない。 

 

（監査及び検査） 

第１２条 発注者は、特定個人情報等の取扱いについて必要があると認めるときは、受注者及び

再委託先に対して実地の監査又は検査を行うことができる。この場合において受注者は、正当



な理由がある場合を除き応じなければならない。 

２ 発注者は、前項の目的を達するため受注者に対して必要な情報提供を求め、又は本取扱事項

の履行に関し必要な指示をすることができる。 

３ 発注者は、前条による定期報告及び緊急時報告又は第１項による監査及び検査の結果、特定

個人情報等の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対して書面に

より安全管理措置の改善を要請することができる。 

 

（事故時の対応） 

第１３条 受注者は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合、又はそのおそれがある

と判断した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して当該

事故に関わる特定個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、発注者の

指示に従わなければならない。 

２ 前項の場合において、発注者は必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができ

る。 

 

（契約解除） 

第１４条 発注者は、受注者が本取扱事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は

一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対

して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

（損害賠償） 

第１５条 受注者は、自己の責に帰すべき事由により、本取扱事項に違反し特定個人情報等の漏

えい等の事故が発生し、発注者に損害が発生した場合には、発注者に対してその損害を賠償し

なければならない。ただし、本取扱事項の違反が故意又は重大な過失による場合を除き、当該

損害賠償請求の金額は本契約の契約額を上限とする。 

 

（合意管轄） 

第１６条 本取扱事項に関し、訴訟の必要が生じた場合は秋田地方裁判所をもって第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。 

以上 


